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公布 規則

◇ 健康増進法施行細則（ ）（健康対策課）……………………………………………………………

鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則 一部 改正 規則（ ）（水産課）……………

◇健康増進法施行細則

趣旨（第 条関係）

規則 、健康増進法 施行 関 必要 事項 定 。

特定給食施設 事業 開始 届出（第 条、様式第 号関係）

特定給食施設 事業 開始 際 届出 、特定給食施設事業開始届出書 提出

。

特定給食施設 届出事項 変更等 届出（第 条、様式第 号、様式第 号関係）

特定給食施設 届出事項 変更 際 届出 特定給食施設届出事項変更届出書 、特定給食施設

事業 休止又 廃止 際 届出 特定給食施設事業廃止（休止）届出書 提出

。

書類 経由（第 条関係）

法 規定 知事 提出 書類 、保健所長 経由 提出 。

施行期日等

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 栄養改善法施行細則 、廃止 。

（ ） 次 掲 規則 所要 改正 行 。

鳥取県事務処理権限規則

鳥取県公害防止条例施行規則

◇鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則 一部 改正 規則

漁業再建整備特別措置法等 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。（第 条、第 条関

係）

規則 、公布 日 施行 。
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

健
康
対
策
課

一～二十 略

二十一 栄養
改善法（昭
和 年法律
第 号）
基 事

務

同法第 条第 項
規定 集団給

食施設 管理者 対
報告 請求又

特定多数人 対
継続的 食事 供給

施設
栄養改善 見地
指導 実施

○

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

健
康
対
策
課

一～二十 略

二十一 健康
増進法（平
成 年法律
第 号）
基 事

務

同法第 条第 項
規定 特別用

途表示 許可申請書
厚生労働大臣

進達

○

以外 事務 ○
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知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長

知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長
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地方機関
長又

総合事務
所 局長
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保健所長

地方機関
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総合事務
所 局長
名 称

保健所長
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の
の

の は

の
の

健康増進法施行細則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

健康増進法施行細則

（趣旨）

第 条 規則 、健康増進法（平成 年法律第 号。以下「法」 。） 施行 関 必要 事項 定

。

（特定給食施設 事業 開始 届出）

第 条 法第 条第 項 規定 届出 、特定給食施設事業開始届出書（様式第 号） 提出

。

（特定給食施設 届出事項 変更等 届出）

第 条 法第 条第 項 規定 届出 、変更 係 特定給食施設届出事項変更届出書（様

式第 号） 、休止又 廃止 係 特定給食施設事業廃止（休止）届出書（様式第 号） 提

出 。

（書類 経由）

第 条 法 規定 知事 提出 書類 、保健所長 経由 提出 。

附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（栄養改善法施行細則 廃止）

栄養改善法施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 、廃止 。

（鳥取県事務処理権限規則 一部改正）

鳥取県事務処理権限規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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２ １同法第 条第 項
規定 特別用

途食品 製造施設等
立入 及 販売

用 供 特別用
途食品 検査又 収
去 実施
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略

13
の による

の
への り び
の に する

の は
の

保健所長

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

（ ） 特定給食施設（健康増進法（平成 年法律第

号）第 条第 項 規定 特定給食施設 、

継続的 回 食以上又 日 食以上 食事

供給 限 。） 調理施設（水質汚濁防止

法施行令（昭和 年政令第 号）別表第 第 号

掲 施設 除 。）

（ ）及 （ ） 略

別表第 （第 条関係）

（ ） 集団給食施設（栄養改善法（昭和 年法律第

号）第 条 第 項 規定 集団給食施設

、継続的 回 食以上又 日 食以上 食

事 供給 限 。） 調理施設（水質汚濁

防止法施行令（昭和 年政令第 号）別表第 第

号 掲 施設 除 。）

（ ）及 （ ） 略
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様式第 号（第 条関係）

特定給食施設事業開始届出書

職 氏 名 様

特定給食施設 事業 開始 、健康増進法第 条第 項 規定 、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

（法人 、主 事務所 所在地）

届出者 氏 名

（法人 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

給 食 施 設 名 称

給 食 施 設 所 在 地

給食施設

氏名（法人
、名称及 代

表者 氏名）
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（鳥取県公害防止条例施行規則 一部改正）

鳥取県公害防止条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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を する には を することができる

の を したので の により のとおり け ます

にあっては たる の

にあっては び の

の

の

の

を する には を することができる

設置者 住所（法人
、主 事務

所 所在地）

給 食 施 設 種 類

給 食 開 始 日

日 予定給食数及 各食
予定給食数

管理栄養士及 栄養士 員数

年 月 日

日 予定給食数 食

朝 食 昼 食 夕 食 他

食 食 食 食

管理栄養士 人、栄養士 人

注 氏名 自署 場合 、押印 省略 。

様式第 号（第 条関係）

特定給食施設届出事項変更届出書

職 氏 名 様

特定給食施設 届出事項 変更 、健康増進法第 条第 項 規定 、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

（法人 、主 事務所 所在地）

届出者 氏 名

（法人 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

給 食 施 設 名 称

給 食 施 設 所 在 地

変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

変 更 理 由

変 更 年 月 日 年 月 日

注 氏名 自署 場合 、押印 省略 。
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様式第 号（第 条関係）

特定給食施設事業廃止（休止）届出書

職 氏 名 様

特定給食施設 事業 廃止（休止） 、健康増進法第 条第 項 規定 、次 届 出

。

年 月 日

郵便番号

住 所

（法人 、主 事務所 所在地）

届出者 氏 名

（法人 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

給 食 施 設 名 称

給 食 施 設 所 在 地

廃止（休止） 年月日

廃 止 （ 休 止 ） 理 由

休 止 予 定 期 間

年 月 日

注 氏名 自署 場合 、押印 省略 。
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20

鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則 一部 改正 規則

鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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の を のように する

の の の が かれた という を に する の
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 規則 「漁業経営維持安定資金」

、漁業経営 改善及 再建整備 関 特別措置法

（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 融資

機関（以下「融資機関」 。） 、同法第 条第

項 規定 漁業経営再建計画 知事 認定

受 中小漁業者 対 、当該中小漁業者 当該認

定 係 漁業経営再建計画 従 、固定 債務 返

済 他 漁業経営 再建 図 必要 債務

整理 行 緊急 必要 資金 、次 掲

条件 貸 付 資金 。

（ ）～（ ） 略

（利子補給 打切 等）

第 条 知事 、次 掲 事項 該当 認

、融資機関 対 当該該当 者 係 利子補

給 全部又 一部 打 切 。

（ ） 漁業経営 改善及 再建整備 関 特別措置

法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第 項

規定 基 、知事 当該利子補給 係 漁業経営

再建計画 認定 取消 行 。

（ ） 略

略

（定義）

第 条 規則 「漁業経営維持安定資金」

、漁業再建整備特別措置法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 融資機関（以下「融資機関」

。） 、同法第 条第 項 規定 漁業経

営再建計画 知事 認定 受 中小漁業者 対

、当該中小漁業者 当該認定 係 漁業経営再建計

画 従 、固定 債務 返済 他 漁業経営 再

建 図 必要 債務 整理 行 緊急 必

要 資金 、次 掲 条件 貸 付 資金

。

（ ）～（ ） 略

（利子補給 打切 等）

第 条 知事 、次 掲 事項 該当 認

、融資機関 対 当該該当 者 係 利子補

給 全部又 一部 打 切 。

（ ） 漁業再建整備特別措置法施行令（昭和 年政令

第 号）第 条第 項 規定 基 、知事 当

該利子補給 係 漁業経営再建計画 認定 取消

行 。

（ ） 略

略
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


